
No. 委員会 研修 調査 内　容 備考

1 3 日 １
学校経営方針におけるいじめへの取り組み方針
いじめ対策委員会ついて

学校経営方針

22 日 ２
学校いじめ防止基本方針と確認事項
「いじめ」の定義の正しい理解に基づく確実な認知

基本方針

2 1～4 情報交換、対策検討等 木曜日実施

3 5～8
毎週木曜日
情報交換、対策検討等

木曜日実施

4 27 日 ３ 子供自身がいじめ問題への理解を深め、自ら考えて行動できるようにするための取組
いじめを許さない指導の充実

上P.6
上P.35

5 １ いじめアンケート調査、対象期間4/1～5/31 市へ提出

6 9～12
いじめアンケート調査結果について
情報交換、対策検討等

木曜日実施

7 17 日 ４
ＳＯＳの出し方に関する教育
児童・生徒、家庭への相談窓口案内

上P.114
上P.118

8 13～15 情報交換、対策検討等 木曜日実施

9 25 日 ５
未然防止　～いじめを生まない、許さない学校づくり
子供が安心して生活できる学級・学校風土の創出

上P.27

10 8月 16 情報交換、対策検討等
夏季休業中

実施

11 ２ いじめアンケート調査、対象期間6/1～8/31 市へ提出

12 17～20
いじめアンケート調査結果について
情報交換、対策検討等

木曜日実施

13 2 日 ６
早期発見～いじめを初期段階で「見える化」できる学校～
「いじめ」の定義の正しい理解に基づく確実な認知

上P.44

14 21～25 情報交換、対策検討等 木曜日実施

15 7 日 ７
早期対応　～いじめを解消し、安心して生活できる学校～
重大事態につながらないようにするための対応

上P.66

16 ３ いじめアンケート調査、対象期間9/1～10/31 市へ提出

17 26～28
いじめアンケート調査結果について
情報交換、対策検討等

木曜日実施

18 4 日 ８
早期対応　～いじめを解消し、安心して生活できる学校～
被害の子供が感じる心身の苦痛に応じた対応例

上P.63

19 29～31 情報交換、対策検討等 木曜日実施

20 16 日 ９
重大事態への対応
重大事態発生の判断

上P.75

21 32～34 情報交換、対策検討等 木曜日実施

22 20 日 １０ いじめを生まない環境づくり 下P.80

23 ４ いじめアンケート調査、対象期間11/1～1/31 市へ提出

24 35～36
いじめアンケート調査結果について
情報交換、対策検討等

木曜日実施

25 17 日 １１
早期発見～いじめを初期段階で「見える化」できる学校～
全ての教職員による子供の状況把握

上P.50

26 37～38 情報交換、対策検討等 木曜日実施

27 10 日 １３
教職員向けチェックリスト例
（１年の振り返り・次年度への準備）

上P.108

※

※

※ いじめ防止校内研修は、職員会議等の時間を活用して、計画的・効率的に行う。ただし、年間３回
以上、６０分程度の時間を確保して、いじめ防止に特化した研修を行う。

備考欄のページは、「『いじめ総合対策』【第３次】上巻[学校の取組編]および下巻[実践プログラ
ム編]　令和７年６月　東京都教育委員会」のページを示す。

４月

６月

５月

７月

１０月

の月は、いじめ防止強化月間を示す。
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令和８年度　青梅市立第二中学校いじめ総合対策　年間計画

時期

９月

委員会：学校いじめ対策委員会、研修：いじめ対策校内ミニ研修、調査：いじめアンケート調査

１１月


